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六
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号

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
法
務
省
幹
部
職
員
に
よ
る
不
祥
事
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
法
務
省
幹
部
職
員
に
よ
る
不
祥
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

近
藤
裕
之
前
法
務
省
大
臣
官
房
財
産
訟
務
管
理
官
は
、
同
省
庁
舎
内
の
女
子
便
所
に
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
盗
撮
行
為
を
行

い
、
こ
れ
に
関
し
、
在
宅
の
被
疑
者
と
し
て
取
調
べ
を
受
け
た
上
で
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
、
東
京
簡
易
裁
判
所
に
よ

り
、
東
京
都
の
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例

第
百
三
号
）
違
反
の
罪
で
罰
金
五
十
万
円
に
処
す
る
と
の
略
式
命
令
を
受
け
る
と
と
も
に
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
。
同
人
に
対
し
、
退
職
手
当
は
支

払
わ
れ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

法
務
省
の
幹
部
職
員
が
盗
撮
行
為
を
行
っ
た
こ
と
は
、
法
務
行
政
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ

て
誠
に
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
盗
撮
は
じ
め
猥
褻
行
為
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
同
省

一



大
臣
官
房
人
事
課
に
お
い
て
法
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
秘
文
訓
第
三
百
八
号
大
臣
訓
令
）
に
基
づ
き
職

員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
を
五
年
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
行
政
文
書
に
加
え
、
同
課
に
お
い
て

人
事
記
録
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
十
一
号
）
に
基
づ
き
保
管
し
て
い
る
人
事
記
録
に
よ
り

把
握
し
て
い
る
、
平
成
十
六
年
四
月
以
降
、
同
省
職
員
が
、
盗
撮
行
為
、
痴
漢
行
為
又
は
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
に
よ
り
懲
戒

処
分
を
受
け
た
事
例
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
と
、
同
年
は
、
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
二
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分

の
十
）
の
処
分
が
一
件
、
平
成
十
七
年
は
、
該
当
な
し
、
平
成
十
八
年
は
、
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
三
月
間
）
の

処
分
が
一
件
、
平
成
十
九
年
は
、
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が
一
件
、

平
成
二
十
年
は
、
盗
撮
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が
一
件
、
痴
漢
行
為
を
理

由
と
す
る
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が
二
件
及
び
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
三

月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が
一
件
、
平
成
二
十
一
年
は
、
盗
撮
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
三
月
間
）
及
び

停
職
（
二
月
間
）
の
処
分
が
各
一
件
並
び
に
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
一
月
間
）
の
処
分
が
二
件
並
び
に
減
給
（
三

月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
及
び
減
給
（
一
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
二
十
）
の
処
分
が
各
一
件
、
平
成
二
十
二
年

は
、
盗
撮
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
三
月
間
）
及
び
停
職
（
二
月
間
）
の
処
分
が
各
一
件
、
盗
撮
行
為
等
を
理
由
と
す
る

二



減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が
一
件
、
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百

分
の
十
）
の
処
分
が
一
件
並
び
に
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
等
を
理
由
と
す
る
免
職
の
処
分
が
一
件
、
平
成
二
十
三
年
は
、
盗
撮

行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
三
月
間
）
及
び
停
職
（
一
月
間
）
の
処
分
が
各
一
件
並
び
に
停
職
（
二
月
間
）
の
処
分
が
二
件

並
び
に
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
及
び
減
給
（
一
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分
の

十
）
の
処
分
が
各
一
件
、
平
成
二
十
四
年
は
、
盗
撮
行
為
等
を
理
由
と
す
る
停
職
（
一
月
間
）
の
処
分
が
一
件
並
び
に
痴
漢

行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
六
月
間
）
、
停
職
（
一
月
間
）
及
び
減
給
（
三
月
間
の
俸
給
の
月
額
の
百
分
の
十
）
の
処
分
が

各
一
件
、
平
成
二
十
五
年
は
、
盗
撮
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
三
月
間
）
、
停
職
（
二
月
間
）
及
び
減
給
（
三
月
間
俸
給

の
月
額
の
百
分
の
二
十
）
の
処
分
が
各
一
件
、
盗
撮
行
為
等
を
理
由
と
す
る
免
職
及
び
減
給
（
三
月
間
俸
給
の
月
額
の
百
分

の
二
十
）
の
処
分
が
各
一
件
、
痴
漢
行
為
を
理
由
と
す
る
停
職
（
二
月
間
）
の
処
分
が
一
件
並
び
に
痴
漢
行
為
等
を
理
由
と

す
る
停
職
（
一
月
間
）
の
処
分
が
一
件
並
び
に
平
成
二
十
六
年
は
、
盗
撮
行
為
を
理
由
と
す
る
免
職
、
停
職
（
三
月
間
）
及

び
停
職
（
一
月
間
）
の
処
分
が
各
一
件
存
在
す
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
職
員
の
う
ち
、
懲
戒
免
職
以
外
の
理
由
で
退
職
し
た
者
は
二
十
四
名
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
家
公
務

三



員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
う
ち
退
職
手
当
の
全
部
を
支
給
し
な
い

処
分
が
行
わ
れ
た
二
名
を
除
い
た
二
十
二
名
に
つ
い
て
は
退
職
手
当
が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
適
正
に
支
払
わ
れ

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


